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令和６年第３回足寄町議会定例会議事録（第１号） 

令和６年９月３日（火曜日）     

 

◎出席議員（１３名） 

   １番 早瀬川   恵 君   ２番 井 脇 昌 美 君 

   ３番 榊 原 深 雪 君   ４番 矢 野 利惠子 君 

   ５番 田 利 正 文 君   ６番 髙 橋 健 一 君 

   ７番 木 村 明 雄 君   ８番 細 川   勉 君 

   ９番 川 上 修 一 君  １０番 進 藤 晴 子 君 

  １１番 多治見 亮 一 君  １２番 二 川   靖 君 

  １３番 髙 橋 秀 樹 君 

 

◎欠席議員（０名） 

 

◎法第１２１条の規定による説明のための出席者 

足  寄  町  長   渡 辺 俊 一 君 

足寄町教育委員会教育長   東海林 弘 哉 君 

足 寄 町 代 表 監 査 委 員              川 村 浩 昭 君 

 

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者 

副    町    長   丸 山 晃 徳 君 

総  務  課  長   保 多 紀 江 君 

福  祉  課  長   森 岡 彰 寿 君 

住  民  課  長   金 澤 眞 澄 君 

経  済  課  長   佐々木 康 仁 君 

建  設  課  長   松 野   孝 君 

国民健康保険病院事務長   川 島 英 明 君 

会  計  管  理  者   加 藤 勝 廣 君 

消  防  課  長   大竹口 孝 幸 君 

 

◎教育委員会教育長の委任を受けて説明のため出席した者 

教  育  次  長   丸 山 一 人 君 

 

◎農業委員会会長の委任を受けて説明のため出席した者 

農 業 委 員 会 事 務 局 長              山 田 弘 幸 君 

 

◎職務のため出席した議会事務局職員 

事  務  局  長   横 田 晋 一 君 

事  務  局  次  長   鈴 木 研 司 君 

総 務 担 当 主 査   飯 野 真 有 君 
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◎議事日程 

 日程第 １  会議録署名議員の指名＜Ｐ３＞ 

 日程第 ２  会期の決定＜Ｐ３～Ｐ４＞ 

 日程第 ３  諸般の報告（議長）＜Ｐ４＞ 

 日程第 ４  行政報告（町長）＜Ｐ４～Ｐ５＞ 

 日程第 ５  報告第１５号 予定価格１,０００万円以上の工事又は製造の請負契約の締 

結について＜Ｐ５＞ 

 日程第 ６  議案第５３号 足寄町名誉町民の決定について＜Ｐ５～Ｐ６＞ 

 日程第 ７  議案第５４号 教育委員会委員の任命について＜Ｐ６＞ 

 日程第 ８  議案第５５号 固定資産評価審査委員会委員の選任について＜Ｐ６～Ｐ７＞ 

 日程第 ９  議案第５６号 北海道後期高齢者医療広域連合規約の変更について＜Ｐ７ 

～Ｐ８＞ 

 日程第１０  議案第５７号 足寄町避難行動要支援者に係る名簿情報及び個別避難計画 

情報の提供等に関する条例の制定について＜Ｐ８～Ｐ９＞ 

 日程第１１  議案第５８号 足寄町農業後継者就農育成資金貸付条例の一部を改正する 

条例＜Ｐ９～Ｐ１０＞ 

 日程第１２  請 願 第 ３ 号 改正食料・農業・農村基本法の実効性確保等に関する請願 

書＜Ｐ１０＞ 
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午前１０時００分 開会 

 

◎ 開会宣告 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の出席であり

ます。 

ただいまから令和６年第３回足寄町議会

定例会を開会します。 

 

◎ 開議宣告 

○議長（髙橋秀樹君） これから、本日の

会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りです。 

 

◎ 会議録署名議員の指名 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、足寄町議会総合条例

第１８４条の規定によって、１２番二川靖

君、１番早瀬川恵君を指名いたします。 

 

◎ 議運結果報告 

○議長（髙橋秀樹君） 議会運営委員会委

員長から、会議の結果の報告を願います。 

 議会運営委員会委員長 進藤晴子君。 

○議会運営委員会委員長（進藤晴子君） 

昨日開催されました、第３回定例会に伴う

議会運営委員会の協議の結果を報告いたし

ます。 

会期は、本日９月３日から９月３０日ま

での２８日間とし、このうち４日から１０

日までと、１３日から２９日までの計２４

日間は休会となります。 

次に、審議予定について報告いたしま

す。 

本日９月３日は、最初に議長の諸般の報

告を行います。 

次に、町長からの行政報告を受けます。 

次に、議案等の審議方法について申し上

げます。 

最初に、報告第１５号の報告を受けた

後、議案第５３号から議案第５６号まで

と、議案第５８号を即決で審議いたしま

す。 

議案第５７号については、文教厚生常任

委員会へ付託し、会期中の委員会審査とい

たします。 

次に、請願第３号については、総務産業

常任委員会へ付託し、会期中の委員会審査

といたします。 

１１日は一般質問を行います。 

１２日以降の審議予定については、一般

質問者の人数などにより流動的であります

ので、今後の議会運営委員会において協議

し、皆様に御報告いたしますので、御了承

願います。 

なお、議案第５９号から議案第６３号ま

での補正予算案は、後日、提案説明を受け

た後、即決で審議いたします。 

また、議案第６４号と議案第６５号は、

令和５年度決算審査特別委員会を設置し、

休会中の審査といたします。 

今定例会中に町長から追加議案が提出さ

れる予定でありますが、提出されました際

に再度議会運営委員会で協議し、皆様に御

報告いたしますので、御了承願います。 

以上で、報告を終わらせていただきま

す。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて、議会運

営委員会委員長の報告を終わります。 

 

◎ 会期決定の件 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第２ 会期決

定の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から９月３０日

までの２８日間にしたいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、会期は本日から９月３０日

までの２８日間に決定いたしました。 

 なお、２８日間のうち、４日から１０日
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までと、１３日から２９日までの合計２４

日間は休会といたしたいと思います。 

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 異議なしと認めま

す。 

よって、２４日間は休会に決定いたしま

した。 

なお、今定例会における一般質問通告書

の提出期限は、９月５日木曜日の午後４時

まででありますので、よろしくお願いいた

します。 

 

◎ 諸般の報告 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第３ 諸般の

報告を行います。 

 議長の報告事項は、印刷してお手元に配

付のとおりです。 

 なおですね、私のほうから多少説明をさ

せていただきたいと思っております。 

令和６年６月１１日、北海道町村議会議

長会第７５回定例会が札幌で開催をされて

おります。 

こちらですね、次のページ、諸般の報告

の次のページ、２ページ目ですね。こちら

に決議文が掲載してありますので、御一読

願いたいと思います。 

また、議員報酬の適正化に関する特別決

議も同時に行われております。 

なおですね、令和６年度自治功労表彰に

て、先日も６月の定例会において、井脇昌

美議員が受賞を受けたことを改めて御説明

をさせていただきます。 

諸般の報告は、終わりにいたします。 

 

◎ 行政報告 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第４ 行政報

告を行います。 

 町長から行政報告の申出がありましたの

で、これを許します。 

 町長 渡辺俊一君。 

○町長（渡辺俊一君） 議長のお許しを頂

きましたので、行政報告を申し上げます。 

このたび、とかち広域消防事務組合から

将来構想の素案が別冊のとおり示されまし

たので、御報告いたします。 

平成２８年４月の消防広域化以降、とか

ち広域消防事務組合では十勝圏広域消防運

営計画に基づき組合運営や各種課題解決を

進めてきたところでありますが、来年度で

運用開始から１０年目を迎えることとなり

ました。 

今回の将来構想はこれまでの運用実績を

踏まえ、課題解決の方向性や目指すべき姿

を明確にするために策定するもので、令和

７年度からの１０年間における取組を示す

ものでございます。 

将来構想の素案の概要について御説明い

たします。 

まず、第１章では、将来構想策定の趣

旨、策定後の見直しについて、第２章で

は、消防体制、救急体制、消防情報通信、

火災予防及び消防行政の５つの分野におけ

る広域化後のこれまでの取組や実績につい

て、第３章では、５つの分野におけるこれ

からの取組方針を示した内容になっており

ます。 

今後も消防を取り巻く環境が大きく変化

していくことが予想されており、社会情勢

の変化を適切に捉え、様々な課題の解決に

向けた検討・協議を行い、将来構想を推進

していくこととしております。 

今後のスケジュールですが、各市町村で

の意見を踏まえ、１１月に組合議会議員協

議会において原案を説明し、パブリックコ

メントを実施する予定です。 

その後、住民からの意見等を踏まえて修

正を行い、令和７年２月の組合議会議員協

議会で説明後、策定の手続きを行い、令和

７年４月から将来構想をスタートさせる予

定となっております。 

十勝３４万人の安全安心を守るため、

オール十勝により十分な協議、検討を行っ

てまいりますので御理解賜りますようお願
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い申し上げ、とかち広域消防事務組合将来

構想の素案の御報告といたします。 

以上、行政報告といたします。 

○議長（髙橋秀樹君） これで、行政報告

を終わります。 

 

◎ 報告第１５号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第５ 報告第

１５号予定価格１，０００万円以上の工事

又は製造の請負契約の締結についての件を

議題とします。 

 本件について、報告を求めます。 

 総務課長 保多紀江君。 

○総務課長（保多紀江君） 議案書１ペー

ジをお開き願います。 

ただいま議題となりました、報告第１５

号予定価格１，０００万円以上の工事又は

製造の請負契約の締結について、御説明を

申し上げます。 

足寄町議会総合条例第１２条第１項の規

定により、次のとおり御報告するものでご

ざいます。 

令和６年５月２１日から令和６年８月１

５日までの間で、足寄町議会総合条例第１

２条第１項第１号の規定により御報告する

工事又は製造の請負は、２ページ及び３

ページに添付しております別紙のとおり、

１４件でございます。 

以上のとおり、御報告申し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて、報告を

終わります。 

 ただいまの報告に対して、質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これをもって、報告を終わります。 

 

◎ 議案第５３号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第６ 議案第

５３号足寄町名誉町民の決定についての件

を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 町長 渡辺俊一君。 

○町長（渡辺俊一君） ただいま議題とな

りました、議案第５３号足寄町名誉町民の

決定について、提案理由の御説明を申し上

げます。 

下記の者を足寄町名誉町民に決定いたし

たく、足寄町名誉町民条例第３条の規定に

より、議会の同意をお願いするものでござ

います。 

提案する方につきましては、氏名、鈴木

宗男氏で、住所、生年月日は議案書に記載

のとおりでございます。 

鈴木氏の履歴につきましては、５ページ

から参考資料として添付しておりますが、

昭和４１年に北海道立足寄高等学校を卒

業、昭和４５年に拓殖大学を卒業されてお

ります。 

昭和５８年１２月に衆議院議員に初当選

され、その後、衆議院議員を７期、令和元

年からは参議院議員を務められておりま

す。 

また、北海道沖縄開発庁長官、内閣官房

副長官、防衛政務次官、外務政務次官など

を歴任されております。 

長年にわたり国政の場で活躍され、この

間、足寄町の発展に多大な貢献をされたこ

とから、このたび足寄町名誉町民としての

提案をさせていただくものでございます。 

なお、鈴木氏の足寄町からの表彰歴でご

ざいますが、昭和６３年に足寄町開基８０

年記念表彰、平成１０年に足寄町開町９０

年記念表彰、平成２０年に足寄町開町１０

０年記念特別功労表彰をさせていただいて

おります。 

同意賜りますようお願いを申し上げ、提

案理由の御説明とさせていただきます。 

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって、提
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案理由の説明を終わります。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第５３号足寄町名誉町民

の決定についての件を採決します。 

（５番田利正文議員退席） 

○議長（髙橋秀樹君） この採決は、起立

によって行います。 

 本件は、これに同意することに賛成の方

は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） ５番を除いて全員

の起立であります。 

 したがって、議案第５３号足寄町名誉町

民の決定についての件は、同意することに

決定いたしました。 

（５番田利正文議員着席） 

 

◎ 議案第５４号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第７ 議案第

５４号教育委員会委員の任命についての件

を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 町長 渡辺俊一君。 

○町長（渡辺俊一君） ただいま議題とな

りました、議案第５４号教育委員会委員の

任命について、提案理由の御説明を申し上

げます。 

下記の者を足寄町教育委員会委員に任命

いたしたく、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第４条第２項の規定により、

議会の同意をお願いするものでございま

す。 

提案する方につきましては、氏名、新沼

芳彦氏で、住所、生年月日は議案に記載の

とおりでございます。 

提案理由につきましては、令和６年９月

３０日、現教育委員会委員の任期満了によ

るものでございます。 

新沼氏の学歴、職歴等の略歴につきまし

ては記載のとおりでございますので、説明

は省略させていただきます。 

御審議賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、議案第５４号教育委員会委員

の任命についての件を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、これに同意することに賛成の方

は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

したがって、議案第５４号教育委員会委

員の任命についての件は、同意することに

決定いたしました。 

 

◎ 議案第５５号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第８ 議案第

５５号固定資産評価審査委員会委員の選任

についての件を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 町長 渡辺俊一君。 

○町長（渡辺俊一君） ただいま議題とな

りました、議案第５５号固定資産評価審査

委員会委員の選任について、提案理由の御
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説明を申し上げます。 

下記の者を足寄町固定資産評価審査委員

会委員に選任いたしたく、地方税法第４２

３条第３項の規定により、議会の同意を求

めるものでございます。 

提案する方につきましては、氏名、真鍋

雅美氏で、住所、生年月日は、議案書に記

載のとおりでございます。 

提案理由につきましては、令和６年９月

２０日をもって任期満了となることから、

再任をお願いするものでございます。 

真鍋氏の学歴、職歴等の略歴につきまし

ては記載のとおりでございますので、説明

は省略させていただきます。 

御審議賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、議案第５５号固定資産評価審

査委員会委員の選任についての件を採決し

ます。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、これに同意することに賛成の方

は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

したがって、議案第５５号固定資産評価

審査委員会委員の選任についての件は、同

意することに決定いたしました。 

 

◎ 議案第５６号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第９ 議案第

５６号北海道後期高齢者医療広域連合規約

の変更についての件を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

住民課長 金澤眞澄君。 

○住民課長（金澤眞澄君） 議案書１２

ページを御覧願います。 

ただいま議題となりました、議案第５６

号北海道後期高齢者医療広域連合規約の変

更について、提案理由の説明を申し上げま

す。 

本規約の変更につきましては、地方自治

法第２９１条の３第１項の規定により、広

域連合の規約変更については、関係地方公

共団体の協議によりこれを定め、都道府県

知事の許可を受けなければならないとなっ

ております。 

また、同法２９１条の１１において、地

方公共団体の議会の議決を経なければなら

ないとされております。 

今回の規約変更は、行政手続における特

定個人を識別するための番号の利用等に関

する法律等の一部を改正する法律によるマ

イナンバーカードと被保険者証の一体化に

伴い、令和６年１２月２日から新たな被保

険者証の発行がされなくなることに伴い、

広域連合が処理する事務内容が変更となる

ことから、広域連合規約の一部を変更する

ものでございます。 

変更内容について説明させていただきま

す。 

第４条の規約を改め文のとおり、改正い

たします。 

あわせまして、第１９条第２項中別表第

２を別表に改め、別表第１（第４条関係）

を削り、別表第２（第１９条関係）を別表

とするものでございます。 

附則としまして、この規約は地方自治法

第２９１条の３第１項の規定による北海道

知事の許可の日から施行するものでござい

ます。 

なお、１４、１５ページに新旧対照表を

添付してありますので、御参照願います。 

以上で、提案理由の説明とさせていただ

きますので、御審議のほどお願いいたしま

す。 
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○議長（髙橋秀樹君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第５６号北海道後期高齢

者医療広域連合規約の変更についての件を

採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第５６号北海道後期高

齢者医療広域連合規約の変更についての件

は、原案のとおり可決されました。 

 

◎ 議案第５７号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１０ 議案

第５７号足寄町避難行動要支援者に係る名

簿情報及び個別避難計画情報の提供等に関

する条例の制定についての件を議題としま

す。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

福祉課長 森岡彰寿君。 

○福祉課長（森岡彰寿君） 議案書１６

ページをお願いいたします。 

ただいま議題となりました、議案第５７

号足寄町避難行動要支援者に係る名簿情報

及び個別避難計画情報の提供等に関する条

例の制定について、提案理由の御説明を申

し上げます。 

本条例は、災害対策基本法の規定に基づ

き、避難行動要支援者名簿に記載、記録さ

れた情報及び個別避難計画情報等の個人情

報の提供に関し、本人または避難行動要支

援者等の同意に関する特例及び各情報の提

供を受けた者の義務等を定め、災害におけ

る緊急時の迅速な災害に資するべく、本人

等の同意を得ることなく、避難支援等関係

者への情報提供を可能とするため、条例を

制定するものでございます。 

各条文の朗読は省略をさせていただきま

して、以下、条ごとに御説明を申し上げま

す。 

第１条につきましては、条例制定の趣旨

について、第２条は、避難支援等関係者の

範囲について、第３条は、災害の発生に備

え、避難支援等の実施に必要な限度で避難

支援等の実施に携わる関係者に対し、本人

の同意を得ずとも、名簿情報及び個別避難

計画情報の提供を可能とするための名簿情

報及び個別避難計画情報の提供における同

意に関する特例について規定しておりま

す。 

続いて１７ページをお願いいたします。 

第４条は、名簿情報の提供を受けた者の

漏えい防止措置等について、第５条は、名

簿情報提供を受けた者に対する利用及び提

供の制限について、第６条は、名簿情報の

提供を受けた者等の秘密保持義務につい

て、第７条は、個別避難計画情報の提供を

受けた者等の義務について、第８条は委任

について規定したものでございます。 

続いて１８ページをお願いいたします。 

附則におきまして、この条例の施行期日

を令和６年１０月１日からとしておりま

す。 

以上で、提案理由の御説明とさせていた

だきますので、御審議賜りますようよろし

くお願いいたします。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから、質疑を行います。 
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 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっております、議案第

５７号足寄町避難行動要支援者に係る名簿

情報及び個別避難計画情報の提供等に関す

る条例の制定についての件は、文教厚生常

任委員会に付託し、会期中の審査とするこ

とにしたいと思います。 

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、議案第５７号足寄町避難行

動要支援者に係る名簿情報及び個別避難計

画情報の提供等に関する条例の制定につい

ての件は、文教厚生常任委員会に付託し、

会期中の審査とすることに決定いたしまし

た。 

なお、本件は会期中の休会中に審査の

上、報告を願います。 

 

◎ 議案第５８号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１１ 議案

第５８号足寄町農業後継者就農育成資金貸

付条例の一部を改正する条例の件を議題と

します。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

経済課長 佐々木康仁君。 

○経済課長（佐々木康仁君） 議案書２０

ページをお願いをいたします。 

ただいま議題となりました、議案第５８

号足寄町農業後継者就農育成資金貸付条例

の一部を改正する条例について、提案理由

の御説明を申し上げます。 

本条例は、農業後継者就農育成資金の貸

付けに関する条例の一部を改正するもので

ございます。 

改正内容について申し上げます。 

足寄町農業後継者就農育成資金貸付条例

第３条中の「就農開始後３年以内」を「就

農開始後８年以内」に改めるものでござい

ます。 

これは、認定農業者の認定基準を就農開

始後３年以内と定めておりましたが、認定

基準を緩和し、８年以内とすることで、地

域農業を支える、意欲と能力を兼ね備えた

すぐれた担い手の安定的確保を推進するも

のでございます。 

附則におきまして、この条例は公布の日

から施行し、改正後の条例の規定は令和６

年４月１日から適用することとしておりま

す。 

２１ページに新旧対照表を添付しており

ますので、御参照願います。 

以上で、提案理由の説明とさせていただ

きますので、御審議賜りますようよろしく

お願い申し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第５８号足寄町農業後継

者就農育成資金貸付条例の一部を改正する

条例の件を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第５８号足寄町農業後
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継者就農育成資金貸付条例の一部を改正す

る条例の件は、原案のとおり可決されまし

た。 

 

◎ 請願第３号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１２ 請願

第３号改正食料・農業・農村基本法の実効

性確保等に関する請願書の件を議題としま

す。 

ただいま議題となっております、請願第

３号改正食料・農業・農村基本法の実効性

確保等に関する請願書の件は、総務産業常

任委員会に付託し、会期中の審査とするこ

とにしたいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、請願第３号改正食料・農

業・農村基本法の実効性確保等に関する請

願書の件は、総務産業常任委員会に付託

し、会期中の審査とすることに決定いたし

ました。 

なお、本件は会期中の休会中に審査の

上、報告願います。 

 

◎ 散会宣告 

○議長（髙橋秀樹君） 以上で、本日の日

程は全部終了いたしました。 

 本日は、これで散会いたします。 

 次回の会議は、９月１１日、午前１０時

より開会いたします。 

 大変御苦労さまでございます。 

午前１０時３６分 散会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


